
    

確
定
申
告
等
に
関
す
る
ご
質
問
・

ご
相
談
は
刈
谷
税
務
署
（
1
（21）

６
２
１
１
）
へ
。
 

※
電
話
受
付
は
自
動
音
声
で
案
内
し
て
い

ま
す
。
所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
、

贈
与
税
に
関
す
る
相
談
の
場
合
は
「
０
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
市
役
所
税
務
課
窓
口
で
は
確
定
申
告
に

関
す
る
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。 

　
刈
谷
税
務
署
で
は
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し

た
申
告
書
の
作
成
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
も
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
詳
し
く
は
16
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
） 

 

□
所
得
税
確
定
申
告
会
場 

              

▼
と
き
　
２
月
16
日
e
〜
３
月
15
日
e

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
） 

午
前
９
時
〜
午
後
５
時 

※
２
月
19
日
a
、
26
日
a
は
開
設 

▼
と
こ
ろ
　
刈
谷
税
務
署 

※
臨
時
駐
車
場
の
利
用
可
能
期
間
は
２
月

１
日
〜
３
月
30
日
で
す
。
混
雑
が
予
想

さ
れ
、
駐
車
台
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
申
告
会
場
へ
お
越
し
の
場
合

は
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

※
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
利

用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

□
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人 

①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人 

・
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
利
子
、
配
当
、

雑
、
一
時
、
譲
渡
な
ど
の
所
得
が
あ
り
、

各
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控
除
（
基

礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
な

ど
）
の
合
計
額
よ
り
多
い
人 

・
所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い
な
い

日
雇
賃
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
人 

・
生
命
保
険
や
簡
易
保
険
な
ど
の
満
期
、

解
約
な
ど
で
一
時
所
得
に
な
る
保
険
金

を
受
け
取
っ
た
人 

・
原
稿
料
、
印
税
、
雑
所
得
（
公
的
年
金
、

互
助
年
金
等
）
の
あ
る
人 

②
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人 

・
給
与
収
入
の
合
計
が
２
千
万
円
を
超
え

る
人 

・
給
与
所
得
の
他
に
前
記
①
の
所
得
が
20

万
円
を
超
え
る
人 

・
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

人
で
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
な
い
従

た
る
給
与
の
収
入
と
、
そ
の
ほ
か
の
所

得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人 

□
確
定
申
告
を
す
る
と
所
得
税
が
戻

る
場
合 

　
確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
人
で
も
、

次
の
よ
う
な
場
合
は
申
告
を
す
れ
ば
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

・
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人 

・
住
宅
ロ
ー
ン
の
あ
る
人 

・
災
害
、
盗
難
な
ど
に
あ
っ
た
人 

・
中
途
退
職
な
ど
の
理
由
で
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
人 

※
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
は
、
申

告
期
間
（
２
月
16
日
〜
３
月
15
日
）
以

外
で
も
、
刈
谷
税
務
署
に
提
出
（
郵
送

可
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

□
確
定
申
告
に
必
要
な
持
ち
物 

・
申
告
書
（
郵
送
さ
れ
た
人
の
み
） 

・
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
内
訳
の
わ
か

る
も
の
（
収
支
内
訳
書
な
ど
） 

・
給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
） 

・
上
場
株
式
等
の
配
当
の
支
払
通
知
書
、
投

資
信
託
の
収
益
の
分
配
の
支
払
通
知
書 

・
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
払

込
証
明
書
（
社
会
保
険
料
控
除
額
通
知

書
）
ま
た
は
領
収
書 

・
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
ま
た

は
領
収
書 

・
生
命
保
険
、
地
震
保
険
の
保
険
料
控
除

証
明
書 

・
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、
障
害
者

手
帳
な
ど 

・
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人
は
、
配

偶
者
の
所
得
金
額
の
わ
か
る
も
の 

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
支
払
っ

た
医
療
費
の
領
収
書
（
医
療
費
控
除
の

対
象
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
場
合
は
税

務
署
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
） 

・
税
金
が
還
付
に
な
る
人
は
、
申
告
者
本

人
の
預
貯
金
口
座
の
わ
か
る
も
の 

・
印
鑑
（
朱
肉
を
つ
か
う
も
の
） 

・
昨
年
の
申
告
書
の
控
え
（
あ
る
人
の
み
） 

・
そ
の
他
申
告
に
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の 

※
書
類
が
不
足
し
て
い
る
と
申
告
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

「
平
成
23
年
分
社
会
保
険
料
控
除
額
通

知
書
」
に
つ
い
て 

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
「
平
成
23
年

分
社
会
保
険
料
控
除
額
通
知
書
」
は
、
１

月
20
日
頃
に
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す

の
で
、
申
告
に
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証

明
書
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。 

 

□
確
定
申
告
書
の
送
付 

　
確
定
申
告
書
は
税
務
署
か
ら
２
月
上
旬

以
降
順
次
送
付
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

　
な
お
、
平
成
22
年
分
の
確
定
申
告
書
を

パ
ソ
コ
ン
等
で
作
成
し
た
人
は
、
申
告
書

が
送
付
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申

告
書
の
送
付
に
関
し
て
は
、
刈
谷
税
務
署

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

※
申
告
書
は
、
申
告
会
場
に
も
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、

２
月
上
旬
か
ら
市
役
所
で
も
所
得
税
の

確
定
申
告
用
紙
（
一
部
の
み
）
を
用
意

す
る
予
定
で
す
。 

所
得
税
の
確
定
申
告
は 

刈
谷
税
務
署
で
行
い
ま
す 

所
得
税
の
確
定
申
告
は 

刈
谷
税
務
署
で
行
い
ま
す 刈谷税務署（刈谷合同庁舎） 

刈谷市若松町1-46-1

所得税の確定申告・市県民税の申告がはじまります 所得税の確定申告・市県民税の申告がはじまります 
s問合せ　税務課　市民税係（内線133・134） 
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□
東
日
本
大
震
災
の
被
害
を
受
け
て

避
難
さ
れ
て
い
る
人
へ 

　
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
の
管
轄
外

へ
避
難
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
の
国
税
に
関

す
る
ご
相
談
等
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
で

お
受
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

□
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る

人
へ 

　
平
成
23
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
（
複
数
か

ら
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
合
計
額
）

が
400
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等

に
係
わ
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
（
給
与
所

得
・
個
人
年
金
な
ど
公
的
年
金
以
外
の
雑

所
得
・
配
当
所
得
・
生
命
保
険
の
満
期
返

戻
金
な
ど
の
一
時
所
得
）
金
額
が
20
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
刈
谷
税
務
署
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。 

※
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

 

□
税
務
署
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申

告
が
で
き
ま
す 

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
と
、

所
得
税
、
消
費
税
（
個
人
）
の
確
定
申
告

書
や
青
色
申
告
決
算
書
、
贈
与
税
の
申
告

書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。 

 

﹇
ス
テ
ッ
プ
１
﹈
申
告
デ
ー
タ
の
入
力 

・
入
力
し
た
デ
ー
タ
を
基
に
税
額
な
ど
が

自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。 

・
作
成
途
中
の
デ
ー
タ
も
保
存
で
き
ま
す
。 

﹇
ス
テ
ッ
プ
２
﹈
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト（
印
刷
） 

﹇
ス
テ
ッ
プ
３
﹈
税
務
署
に
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
（
郵
送
可
） 

 

□
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
は
じ
め
よ
う
！ 

 

﹇
ス
テ
ッ
プ
１
﹈
で
作
成
し
た
申
告
書

デ
ー
タ
（
贈
与
税
の
申
告
書
を
除
く
）

は
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
を
利

用
し
て
提
出
で
き
ま
す
。 

【
事
前
準
備
】 

○
電
子
証
明
書
を
取
得
（
要
手
数
料
） 

※
す
で
に
取
得
し
て
い
る
人
は
、
有
効

期
限
切
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

○
IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
用
意 

 

○
開
始
届
出
書
を
提
出
（
送
信
）
し
、

利
用
者
識
別
番
号
を
取
得 

 

○
ソ
フ
ト
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
と
初
期
登
録 

【
利
用
開
始
】 

○
「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
所

得
税
や
消
費
税（
個
人
）の
デ
ー
タ
作
成 

 

○
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申
告
書
の

提
出 

 

■
確
定
申
告
書
送
付
先 

　
刈
谷
税
務
署
　
〒
448
―
８
５
２
３ 

　
刈
谷
市
若
松
町
１
―
46
―
１ 

 

※
確
定
申
告
期
間
中
は
、
刈
谷
税
務
署
行

き
の
確
定
申
告
書
提
出
箱
を
市
県
民
税

申
告
会
場
前
お
よ
び
市
役
所
税
務
課
窓

口
に
設
置
し
ま
す
。（
提
出
の
み
で
相

談
・
内
容
確
認
は
で
き
ま
せ
ん
） 

 

■
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 http://w
w
w
.nta.go.jp 

■
電
子
申
告 

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp 

■
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー

電
子
申
告
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク 

1
０
５
７
０
―
０
１
５
９
０
１ 

     

▼
と
き
　
２
月
１
日
d
〜
９
日
e
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）
　
午
前
９
時
15
分
〜
午

後
５
時 

▼
と
こ
ろ
　
ア
ス
ナ
ル
ホ
ー
ル
（
金
山
総

合
駅
北
口
　
ア
ス
ナ
ル
金
山
内
） 

▼
内
容
　
税
理
士
に
よ
る
パ
ソ
コ
ン
を
利

用
し
た
申
告
書
の
作
成
補
助 

※
会
場
の
状
況
に
よ
り
案
内
を
早
め
に
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
で
き
る
だ

け
午
後
４
時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

駐
車
場
が
な
い
た
め
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
国
税
局
個
人
課
税
課

（
1
０
５
２
（951）
３
５
１
１
） 

     

▼
と
き
　
２
月
６
日
b
〜
８
日
d
　
午
前

９
時
〜
午
後
４
時 

▼
と
こ
ろ
　
刈
谷
税
務
署 

▼
対
象
者
　
住
宅
ロ
ー
ン
等
を
利
用
し
て

マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
・
購
入
し
、
平
成
23

年
中
に
入
居
し
た
人 

▼
内
容
　
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
た
申
告
書

の
作
成
指
導
等 

▼
必
要
な
も
の 

・
２
ペ
ー
ジ
の
確
定
申
告
に
必
要
な
持
ち
物 

・
住
民
票
の
写
し 

・
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書 

・
請
負
契
約
書
ま
た
は
売
買
契
約
書
等 

・
交
付
を
受
け
る
補
助
金
等
の
額
を
証
す

る
書
類 

・
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書 

・
敷
地
等
の
登
記
事
項
証
明
書
、
分
譲
に

係
る
契
約
書
の
写
し
な
ど
（
敷
地
等
の

購
入
に
係
る
住
宅
ロ
ー
ン
等
に
つ
い
て

適
用
を
受
け
る
場
合
） 

※
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
す
る
場
合

や
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
ら

れ
た
場
合
、
控
除
を
受
け
る
た
め
の
要

件
な
ど
ご
不
明
な
点
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。 

▼
問
合
せ
　
刈
谷
税
務
署
（
1
（21）
６
２
１

１
） 

確定申告のお知らせ 

刈
谷
税
務
署
か
ら
の 

お
知
ら
せ 

税
理
士
に
よ
る 

広
域
確
定
申
告
セ
ン
タ
ー 

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の 

確
定
申
告
説
明
会 

― 申告は自分で書いてお早めに、郵送で ― 
申告は3月15日（木）までに 
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確定申告のお知らせ 

    

　
所
得
税
の
相
談
と
併
せ
て
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。 

▼
と
き
　
２
月
16
日
e
、
17
日
f
、
20
日

b
、
21
日
c
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
・

午
後
１
時
〜
４
時 

▼
と
こ
ろ
　
市
役
所
３
階
　
第
２
・
３
会

議
室 

▼
対
象
者（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
） 

①
前
年
分
の
所
得
金
額
（
青
色
申
告
特
別

控
除
前
ま
た
は
事
業
専
従
者
控
除
前
）

が
300
万
円
以
下
の
人 

②
消
費
税
課
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

基
準
期
間
（
平
成
21
年
分
）
の
課
税
売

上
高
が
３
千
万
円
以
下
で
、
か
つ
①
に

該
当
す
る
人 

③
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
の
人 

▼
注
意
　
会
場
で
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る

申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。
利
用
者
識
別
番

号
、
暗
証
番
号
が
お
分
か
り
の
場
合
は
ご

持
参
く
だ
さ
い
。 

　
譲
渡
所
得
（
土
地
、
建
物
お
よ
び
株
式

等
を
売
却
さ
れ
た
人
）、
山
林
所
得
、
贈

与
税
の
申
告
を
す
る
人
や
税
務
署
か
ら
来

署
案
内
が
送
付
さ
れ
て
い
る
人
は
当
会
場

で
は
相
談
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
消
費
税
・

地
方
消
費
税
の
相
談
で
記
帳
な
ど
に
不
備

が
あ
り
、
申
告
書
の
作
成
に
長
時
間
を
要

す
る
場
合
や
、
青
色
申
告
特
別
控
除
65
万

円
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
で
賃
借
対
照
表

が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
決
算
書
の

作
成
に
長
時
間
を
要
す
る
場
合
は
当
会
場

で
相
談
で
き
ま
せ
ん
。
税
務
署
の
確
定
申

告
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

       

□
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人 

　
平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
在
住

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
（
所
得

税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
、
前
年
中
の
所

得
が
１
か
所
か
ら
の
給
与
の
み
で
年
末
調

整
が
済
ん
で
い
る
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
） 

①
給
与
所
得
者 

・
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の

金
額
が
20
万
円
以
下
の
人 

・
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

人
で
、
年
末
調
整
を
受
け
な
い
給
与
の

収
入
金
額
が
20
万
円
以
下
の
人 

・
平
成
23
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、
他
に

収
入
が
な
い
人 

②
年
金
所
得
者 

・
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
て
、
各
種
所

得
控
除
を
受
け
る
人 

・
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の

金
額
が
20
万
円
以
下
の
人 

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合

で
も
、
市
県
民
税
の
計
算
の
た
め
に
申

告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

③
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
利
子
、
配
当
、

雑
、
一
時
、
譲
渡
の
各
所
得
が
あ
る
人 

④
昨
年
中
収
入
の
な
か
っ
た
人
お
よ
び
非

課
税
収
入
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、

失
業
給
付
金
な
ど
）
の
み
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人 

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人 

※
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

・
家
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
入
っ
て
い
な

い
人 

・
市
県
民
税
の
所
得
証
明
が
必
要
な
人 
 

□
市
県
民
税
申
告
会
場 

【
市
役
所
申
告
会
場
受
付
案
内
】 

▼
と
き
　
２
月
16
日
e
〜
３
月
15
日
e

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
　
午
前
９
時
〜

11
時
15
分
・
午
後
１
時
〜
４
時 

※
正
午
〜
午
後
１
時
は
職
員
に
よ
る
相
談
、

指
導
は
行
い
ま
せ
ん
。 

▼
と
こ
ろ
　
市
役
所
３
階
　
第
２
・
３
会

議
室 

【
出
張
申
告
会
場
受
付
案
内
】 

             

【
申
告
会
場
で
の
注
意
事
項
】 

　
申
告
書
は
、
原
則
ご
自
身
で
計
算
し
て

作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
申
告
書
の
作

成
に
要
す
る
時
間
も
考
慮
し
、
ご
来
場
く

だ
さ
い
。
申
告
会
場
が
混
雑
し
待
ち
時
間

が
長
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

 

□
市
県
民
税
申
告
書
の
送
付 

　
昨
年
の
申
告
状
況
等
に
基
づ
き
、
申
告

が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
、
１
月
20
日
頃

発
送
予
定
で
す
。
申
告
書
は
申
告
会
場
、

税
務
課
窓
口
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
。 

 

□
市
県
民
税
申
告
に
必
要
な
持
ち
物 

　
２
ペ
ー
ジ
の
、「
確
定
申
告
に
必
要
な

持
ち
物
」
と
同
様
で
す
。 

 

□
市
県
民
税
申
告
書
の
提
出 

　
提
出
の
み
の
場
合
は
、
税
務
課
窓
口
お

よ
び
各
申
告
会
場
前
の
提
出
箱
へ
。
郵
送

で
の
提
出
は
市
役
所
税
務
課
宛
て
に
お
送

り
く
だ
さ
い
。 

 

□
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付 

　
申
告
す
る
所
得
（
収
入
）
が
給
与
所
得
、

公
的
年
金
等
の
雑
所
得
の
場
合
（
確
定
申

告
書
様
式
Ａ
様
式
の
人
）
は
市
県
民
税
申

告
会
場
で
相
談
・
受
付
し
ま
す
が
、
次
の

人
は
相
談
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
刈
谷
税
務

署
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

①
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
株
式
、
土
地

等
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
人
（
確
定
申
告

書
様
式
Ｂ
様
式
の
人
） 

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
人 

③
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
を
申
告
す
る
人 

④
平
成
23
年
中
に
贈
与
を
受
け
た
人 

⑤
外
国
人
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人 

税
理
士
に
よ
る 

無
料
税
務
相
談 

市
県
民
税
の
申
告
は 

市
内
の
各
会
場
で
行
い
ま
す 

市
県
民
税
の
申
告
は 

市
内
の
各
会
場
で
行
い
ま
す 

税
務
課
　
市
民
税
係（
内
線
133
・
134
） 

保健センター2階　検診室 
西丘文化センター2階 
教養娯楽室 
文化広場　第1研修室 
福祉の里八ツ田3階　さくら 
文化会館（パティオ池鯉鮒） 
2階　ワークショップ室 

2/7（火） 

2/8（水） 
 

2/9（木） 
2/10（金） 

2/14（火） 

［時間は9：30～11：30、13：30～15：30］ 
※出張申告期間中は担当職員が各会場
へ出向き不在になるため、市役所で
の受付、相談はできません。 

とき ところ 
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